
 

今後ケアマネとして業務に就かれる場合は、登録後５年以内

に証の交付申請をしてください。 

※申請期限を過ぎてしまうと証の交付を受けることができませんので

ご注意ください。 

介護支援専門員証の交付 
今日からあなたも介護支援専門員です。 

利用者の心に寄り添う介護のスペシャリストとして大きく羽ばたいてください。 

要件を満たしてから 

受験しましょう。 

試験合格 

介護支援専門員実務研修受講

（例年１月ごろ～） 

介護支援専門員証の交付の申請をしますか？ 

研修修了後、介護支援専門員の登録 

（介護支援専門員実務研修修了後３ヶ月以内に登録申請をしてください。）

※申請期限を過ぎてしまうと再研修を受講しなければならなくなります

のでご注意ください。 

国家資格等を持っていてそれに基づく業務、又は施設などにおいて相談業務を

通算 5 年以上、かつ 900 日以上従事している。（別紙要件を満たす者） 

介護支援専門員実務研修受講試験を受験 

（例年１０月ごろ） 

登録と証の交付申請

は同時にできます。 




